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船
乗
り
に
必
要
な

「
船
員
手
帳
」

　

船
員
は
「
船
舶
職
員
」
と
「
部
員
」

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も

「
船
員
法
」
に
定
め
ら
れ
た
「
船
員
手

帳
」
を
保
有
し
、
乗
船
中
は
必
ず
こ
れ

を
所
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
船
舶
職
員
は
「
船
舶
職
員
及
び

小
型
船
舶
操
縦
者
法
」
で
こ
う
規
定
さ

れ
て
い
ま
す
。

「
船
長
の
職
務
を
行
う
者
（
小
型
船
舶
操
縦

者
を
除
く
。）
並
び
に
航
海
士
、
機
関
長
、

機
関
士
、
通
信
長
及
び
通
信
士
の
職
務

を
行
う
者
を
い
う
」

　

航
海
士
は
航
海
中
の
見
張
り
や
操
船
、

出
入
港
・
荷
役
の
指
揮
監
督
な
ど
、
機

関
士
は
航
海
中
の
エ
ン
ジ
ン
な
ど
機
器

類
の
運
転
、
監
視
が
主
た
る
業
務
で
す
。

モ
ー
ル
ス
信
号
を
使
っ
て
い
た
時
代
に

は
無
線
部
が
あ
り
ま
し
た
が
、
電
子
通

信
の
技
術
が
発
達
し
た
現
在
で
は
、
通

信
長
・
通
信
士
の
業
務
は
船
長
や
航
海

士
が
兼
務
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
船

舶
職
員
に
な
る
た
め
に
は
、
国
土
交
通

省
が
所
管
す
る
国
家
試
験
に
合
格
し

「
海か
い

技ぎ

し士
」
の
免
許
を
取
得
し
な
け
れ

船
に
乗
り
込
ん
で
仕
事
を
す
る
人
た
ち
の
こ
と
を
一
般
的
に
「
船
乗

り
」
あ
る
い
は
「
船
員
」
と
呼
ぶ
。
こ
こ
で
は
船
長
の
職
務
権
限
、
船

内
規
律
、
船
員
の
労
働
条
件
を
定
め
た
「
船
員
法
」
が
対
象
と
す
る

大
型
船
（
総
ト
ン
数
５
ト
ン
未
満
の
船
舶
、
湖
・
川
・
港
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
、
小

型
の
漁
船
、
ス
ポ
ー
ツ
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
用
途
は
含
ま
な
い
）
で
働
く
船
員
に

着
目
し
た
。
長
期
に
わ
た
り
海
上
に
い
る
外
航
貨
物
船
の
組
織
か
ら

船
員
た
ち
の
「
水
（
真
水
）
」
意
識
ま
で
、
東
京
海
洋
大
学
教
授
で
外

航
船
の
船
長
経
験
者
で
も
あ
る
逸
見
真
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
。

Shin Henmi
1985年3月東京商船大学商船学
部航海学科卒業。1985年9月東
京商船大学乗船実習科修了。
2001年3月筑波大学大学院経
営・政策科学研究科企業法学専
攻課程（修士課程）修了。2006年
3月筑波大学大学院ビジネス科学
研究科企業科学専攻課程企業法
コース（博士課程）修了。新和海運

（株）船長を経て、2009年4月～
2014年3月（独）海技大学校（現

（独）海技教育機構）講師、助教授、
准教授を務め、2014年4月より現
職。著書に『船長論』がある。

インタビュー

逸見 真さん

東京海洋大学教授
一級海技士（航海）

博士（法学）

世界を行き来する
船乗りたち

海技教育機構の練習船で航海訓練を積む未来の
船乗りたち（提供：独立行政法人 海技教育機構）

【概論】

水の文化 65号　特集　船乗りたちの水意識
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ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
と
外
国
と
の
間
で
物
や
人
を
運

ぶ
「
外
航
海
運
」
の
場
合
、
一
つ
の
船

に
は
、
船
長
以
下
、
一
等
か
ら
三
等
ま

で
３
人
の
航
海
士
（
甲
板
部
）、
１
人
の

機
関
長
と
一
等
か
ら
三
等
ま
で
３
人
の

機
関
士
（
機
関
部
）
が
乗
り
組
み
ま
す
。

貨
物
船
の
場
合
、
船
舶
職
員
と
部
員
を

合
わ
せ
、
外
国
人
を
含
め
て
総
勢
二
十

数
名
程
度
の
乗
組
員
で
運
航
す
る
こ
と

が
多
い
で
す
。
そ
の
船
舶
職
員
の
下
に

は
、
甲
板
部
、
機
関
部
そ
れ
ぞ
れ
に

「
部
員
」
が
配
属
さ
れ
ま
す
。
司し
ち
ゅ
う厨

（
調

理
場
）
の
ス
タ
ッ
フ
も
部
員
で
す
。
部

員
に
海
技
士
免
許
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

造
水
器
が
発
達
し
て
も

節
水
意
識
は
大
原
則

　

私
が
乗
っ
た
船
で
は
、
真
水
を
「
清せ

い

水す
い

」
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
清
水
は
さ

ら
に
、
飲
用
や
料
理
に
用
い
る
「
飲
料

水
」
と
、
清
掃
や
洗
濯
な
ど
に
利
用
す

る
「
雑
用
清
水
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

飲
料
水
は
港
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
に
専

用
の
給
水
設
備
か
ら
補
給
し
ま
す
。
積

み
込
み
前
に
は
港
の
元
栓
と
船
積
み
の

ホ
ー
ス
を
洗
浄
す
る
こ
と
な
ど
を
定
め

た
「
船
員
労
働
安
全
衛
生
規
則
」
と
い

う
規
定
が
あ
り
ま
す
。

　

日
本
の
よ
う
に
ど
こ
で
も
水
道
か
ら

安
心
し
て
水
が
飲
め
る
国
は
少
な
い
の

で
、
日
本
に
立
ち
寄
ら
な
い
外
航
船
は

ど
こ
の
港
で
飲
料
水
を
確
保
す
る
か
、

船
長
は
腐
心
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

飲
料
水
の
積
み
込
み
時
に
は
港
の
環

境
に
も
注
意
が
必
要
で
す
。
例
え
ば
清

水
の
採
水
岸
壁
が
危
険
物
、
有
毒
物
の

荷
役
岸
壁
で
も
あ
っ
た
り
す
る
場
合
に

は
、
布
製
の
採
水
ホ
ー
ス
な
ど
を
介
し

て
そ
れ
ら
の
漏
洩
物
を
取
り
込
ま
な
い

よ
う
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

一
方
、
体
に
直
接
取
り
込
ま
な
い
雑

用
清
水
は
、
海
水
を
真
水
に
変
え
る
造

水
器
か
ら
得
て
い
ま
す
。
ト
イ
レ
の
水

は
か
つ
て
海
水
を
使
っ
て
い
ま
し
た
が
、

造
水
器
の
能
力
が
高
ま
っ
た
た
め
、
今

は
使
用
し
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
ど
ん
な
に
造
水
器
の
性
能

が
よ
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
船
員
と
し

て
節
水
意
識
を
も
つ
こ
と
は
大
原
則
で

す
。
私
が
実
習
し
た
練
習
帆
船
で
は
士

官
が
清
水
管
理
グ
ラ
フ
を
毎
日
記
し
て

い
て
、
例
え
ば
１
日
10
ト
ン
の
規
定
使

用
量
を
超
え
た
ら
注
意
を
促
す
と
い
っ

た
節
水
教
育
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

濫ら
ん

費ぴ

は
慎
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

細
か
い
こ
と
を
い
え
ば
、
朝
起
き
て

顔
を
洗
う
と
き
に
水
を
出
し
っ
放
し
で

歯
磨
き
を
し
て
は
ダ
メ
で
す
。
私
は
今

で
も
、
自
宅
の
お
風
呂
に
ザ
ブ
ン
と
つ

か
っ
て
お
湯
を
あ
ふ
れ
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
罪
悪
感
す
ら
あ
る
ほ
ど

で
す
。
水
の
貴
重
さ
を
船
の
上
で
叩
き

図1 外航貨物船の航行組織例図2 航行中の当直体制（外航船）

乗組員 計20数名程度
（外国人船員を含む）

出典：国土交通省、公益財団法人 日本海事広報協会などの資料を参考に編集部作成

船
舶
職
員

部
員

船舶職員＝海技士の資格を持ち、指揮を執る人
部員＝船舶職員を補助して船内業務を行なう人

船長
（船全体の最高責任者）

甲板部
（操船と荷役にかかわる）

一等航海士

二等航海士

三等航海士

甲板長

甲板手

甲板員

機関部
（すべての機器を管理する）

無線
（陸や他船と交信する）

機関長

一等機関士

二等機関士

三等機関士

操機長

操機手

機関員

船長や
一等航海士が
兼務

司厨
（食事づくりなどを担う）

司厨長

司厨手

司厨員
航海中は操船を担当する航海士と甲板部員が
2人一組となり、4時間当直して8時間休憩す
る。三等航海士の当直は、船長がサポートでき
る時間帯とするのが一般的
出典：公益財団法人 日本海事広報協会など

の資料を参考に編集部作成

00：00
12：00

04：00
16：00

08：00
20：00

二等航海士
甲板手B

三等航海士
甲板手C

一等航海士
甲板手A

総トン数20トン以上の船舶の職員は「海技士」という国家資格が必要。
その資格を証明するのがこの「海技免状」船員法第50条によって保有が義務づけられている「船員手帳」

世界を行き来する船乗りたち
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込
ま
れ
た
お
か
げ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
救
命
艇
に
は
消
費
期
限

が
長
い
船
舶
用
の
飲
料
水
を
乗
組
員
数

に
応
じ
て
10
日
分
ほ
ど
備
蓄
し
て
あ
り
、

雨
水
を
ろ
過
す
る
器
具
も
備
え
て
い
ま
す
。

外
航
船
員
の

出
自
と
昇
進

  

で
は
、
外
航
海
運
の
船
舶
職
員
に
な

る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。
高
校
を
卒
業
し
て
東
京
海
洋
大
学
、

神
戸
大
学
、
東
海
大
学
に
あ
る
専
門
学

部
に
進
学
す
る
か
、
あ
る
い
は
中
学
を

卒
業
し
て
商
船
高
等
専
門
学
校
（
５
校
）

に
進
学
し
ま
す
。
そ
こ
で
乗
船
実
習
を

経
て
国
家
試
験
の
口
述
試
験
（
筆
記
試
験

は
免
除
）
を
受
け
、
三
級
海
技
士
（
外
航
の

二
等
航
海
士
ク
ラ
ス
）
の
免
許
を
取
得
。
船

会
社
に
就
職
し
て
数
年
の
航
海
実
績

（
履
歴
）
を
つ
け
、
筆
記
・
口
述
試
験
に

合
格
後
、
上
級
の
海
技
士
免
許
を
取
得

し
、
最
終
的
に
一
級
海
技
士
の
免
許
を

得
ら
れ
た
後
、
船
長
、
機
関
長
の
職
務

を
執
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

大
手
の
船
会
社
（
船
社
）
は
、
一
般
大

学
か
ら
も
船
員
志
望
の
学
生
を
採
用
し

て
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
入
社
後
に
海

技
大
学
校
で
半
年
間
座
学
を
受
け
、
筆

記
試
験
に
合
格
後
、
海
技
教
育
機
構
の

練
習
船
や
自
社
船
で
実
習
し
て
１
年
間

の
履
歴
を
つ
け
、
口
述
試
験
を
経
て
三

級
海
技
士
の
免
許
を
取
得
し
ま
す
。
大

手
の
船
社
で
は
、
外
航
船
員
と
し
て
採

用
す
る
人
の
約
半
数
が
一
般
大
学
の
卒

業
生
で
す
。
人
材
の
多
様
性
を
重
ん
じ

る
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。

　

船
員
と
い
っ
て
も
ず
っ
と
海
の
上
に

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
20
年
ほ

ど
前
か
ら
陸
上
勤
務
の
ウ
エ
ー
ト
が
高

ま
っ
て
い
ま
す
。
私
が
大
学
を
卒
業
し

た
当
時
は
、
船
上
勤
務
と
陸
上
勤
務
の

割
合
は
２
対
１
く
ら
い
で
し
た
が
、
今

は
仮
に
船
社
に
40
年
在
籍
す
る
と
海
上

勤
務
は
10
年
ほ
ど
。
会
社
に
よ
っ
て
ま

ち
ま
ち
で
す
が
、
た
い
て
い
若
い
こ
ろ

か
ら
海
と
陸
を
交
互
に
勤
務
し
ま
す
。

　

船
社
に
就
職
し
た
若
い
日
本
人
船
員

の
教
育
は
、
同
じ
日
本
人
の
船
長
、
機

関
長
、
一
等
航
海
士
、
一
等
機
関
士
の

乗
る
船
で
行
な
う
の
が
一
般
的
で
す
。

経
験
を
積
み
技
術
を
習
得
し
て
40
歳
前

後
で
機
関
長
や
船
長
に
登
用
さ
れ
た
後

は
、
船
舶
管
理
な
ど
の
陸
上
勤
務
に
戻

る
こ
と
が
多
い
で
す
。
ち
な
み
に
国
内

の
港
と
港
を
結
ん
で
貨
物
を
運
ぶ
「
内

航
海
運
」
は
オ
ー
ル
日
本
人
で
す
が
、

50
歳
以
上
の
割
合
が
約
半
数
と
著
し
い

高
齢
化
の
課
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
あ
る

船
舶
職
員
の
養
成
機
関

　

外
航
海
運
の
商
船
は
今
、
人
件
費
の

図3 船員になるための方法図4 外航日本人船員数の推移

■船員法 第三章 紀律（船内秩序）

※船長や航海士、機関長や機関士になるには、一般的には専門の学校を卒業し、試験に合格
　することが必要
出典：公益財団法人 日本海事広報協会『日本の海運 SHIPPING NOW 2014-2015［データ
　　  編］』などを参考に編集部作成

第二十一条　海員は、次の事項を守らなければならない。
一  上長の職務上の命令に従うこと。
二  職務を怠り、又は他の乗組員の職務を妨げないこと。
三  船長の指定する時までに船舶に乗り込むこと。
四  船長の許可なく船舶を去らないこと。
五  船長の許可なく救命艇その他の重要な属具を使用しないこと。
六  船内の食料又は淡水を濫費しないこと。
七  船長の許可なく電気若しくは火器を使用し、又は禁止された
  　場所で喫煙しないこと。
八  船長の許可なく日用品以外の物品を船内に持ち込み、又は
  　船内から持ち出さないこと。
九  船内において争闘、乱酔その他粗暴の行為をしないこと。
十  その他船内の秩序を乱すようなことをしないこと。

外航日本人船員は近年
2100～2300人で推移している

6万

5万

4万

3万

2万

1万

0

（人）

職員＋部員
部員
職員

(注）1995～2005年は国土交通省「船員統計」による。
2006年以降の数値は国土交通省海事局調べ。1994年以前は職
員と部員の内訳は公表されていない
出典：公益財団法人 日本海事広報協会『日本の海運 SHIPPING 
　　  NOW 2019-2020』を参考に編集部作成

1974 80 85 90 95 00 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

中学校

航海士、機関士として乗船

主に内航 主に外航

6級
海技士 4級海技士 3級海技士

海技従事者国家試験

船社または練習船による航海実習
所有船
による
航海実習

民
間
養
成
施
設

６
級
海
技
士

養
成
コ
ー
ス

一
般
大
学

高
専
短
大
な
ど

高
等
学
校

海
上
技
術
学
校

海
技

大
学
校

海
技

大
学
校

(

機
関
専
攻
）

海
技

大
学
校（4.5カ月）

（3.5年）

海
上

技
術
学
校

商
船
系
高
等
専
門
学
校

（3年） （5.5年）

（2年） （2年）

（4.5年）（4.5年）

海
技

大
学
校

(

航
海
専
攻
）

東
京
海
洋
大
学 

海
洋
工
学
部

神
戸
大
学 

海
事
科
学
部

東
海
大
学 

海
洋
学
部

（2年）

（2年）（2年）

一般大学
高専短大など

海上技術
短期大学校

高等学校高等学校高等学校

（年）

水の文化 65号　特集　船乗りたちの水意識
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低
廉
な
途
上
国
の
船
員
が
主
と
し
て
動

か
し
て
い
ま
す
。
日
本
商
船
隊
（
注
）
の

乗
組
員
も
約
96
％
が
外
国
人
で
、
そ
の
う

ち
70
％
以
上
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
で
す
。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
船
員
が
世
界
中
で
重

用
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
英
語
が
で
き

る
こ
と
。
そ
し
て
明
る
く
前
向
き
に
働

く
国
民
性
で
す
。
国
が
海
外
で
働
き
外

貨
を
稼
ぐ
の
を
奨
励
し
て
い
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
日
本
の
大
手
船
社
も
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
商
船
大
学
と
提
携
し
て
卒
業

生
の
一
定
割
合
を
雇
用
し
て
い
ま
す
が
、

海
運
市
況
が
上
向
い
て
船
員
需
要
が
ひ

っ
迫
す
る
と
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
船
員
、

な
か
で
も
職
員
が
高
給
を
提
示
す
る
欧

州
の
船
社
に
流
れ
る
傾
向
が
あ
り
ま
し

た
。
危
機
感
を
お
ぼ
え
た
日
本
の
大
手

船
社
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
に
独
自
の
船

舶
職
員
の
養
成
大
学
を
設
置
し
、
学
生

の
う
ち
か
ら
優
秀
な
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
船

員
を
確
保
し
て
い
ま
す
。

　

公
海
上
を
運
航
す
る
船
舶
は
、「
旗き

国こ
く

主
義
」
と
い
っ
て
掲
揚
す
る
国
旗
の
当

該
国
、
つ
ま
り
そ
の
船
が
籍
を
置
く
国

の
排
他
的
な
管
轄
下
に
置
か
れ
、
そ
の

国
の
法
令
が
適
用
さ
れ
る
の
で
す
。
原

則
と
し
て
海
技
免
状
も
旗
国
が
発
給
し

ま
す
。
た
だ
し
日
本
が
発
給
し
た
海
技

免
状
を
持
っ
て
い
れ
ば
、
パ
ナ
マ
船
籍

の
船
に
乗
る
際
は
パ
ナ
マ
領
事
館
で
手

続
き
を
し
て
パ
ナ
マ
の
海
技
免
状
を
取

得
で
き
ま
す
。
日
本
籍
船
に
乗
る
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
ク
ル
ー
に
対
し
て
は
、
日
本

政
府
が
英
語
に
よ
る
試
験
を
実
施
し
資

格
を
付
与
し
て
い
ま
す
。

船
の
世
界
は

「
融
和
」志
向
へ

　

海
運
の
未
来
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
方

が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
高
齢
船
員
が

退
職
し
若
年
層
が
あ
ま
り
増
え
な
い
内

航
海
運
で
は
、
自
動
化
に
よ
る
省
人
化

が
進
む
見
込
み
で
す
。
今
後
５
～
10
年

で
陸
か
ら
の
遠
隔
操
縦
が
実
用
化
し
、

最
終
的
に
は
Ａ
Ｉ
に
よ
る
無
人
船
へ
と

行
き
着
く
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、

海
賊
や
サ
イ
バ
ー
攻
撃
の
脅
威
に
さ
ら

さ
れ
る
外
航
海
運
で
は
、
全
面
的
に
遠

隔
操
縦
や
Ａ
Ｉ
に
依
存
す
る
わ
け
に
は

い
か
ず
、
将
来
も
長
期
に
わ
た
り
船
員

の
能
力
と
才
覚
と
が
必
要
と
さ
れ
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

　

船
員
法
に
は
紀
律
の
条
項
が
あ
り
、

上
長
の
職
務
命
令
の
遵
守
、
職
務
妨
害
、

争
闘
そ
の
他
船
内
秩
序
を
乱
す
行
為
を

禁
止
し
、
船
長
に
は
違
反
者
に
対
す
る

懲
戒
の
権
限
を
与
え
て
い
ま
す
。
あ
え

て
法
律
に
規
定
し
た
の
も
、
船
舶
と
い

う
閉
じ
た
空
間
で
長
期
間
、
同
じ
船
員

が
生
活
を
と
も
に
す
る
特
殊
な
環
境
だ

か
ら
で
す
。「
安
全
運
航
」
と
い
う
最
大

の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
船
内
秩

序
の
維
持
が
重
要
な
の
で
す
。

　

日
本
の
外
航
海
運
を
支
え
る
の
は
、

言
語
も
宗
教
も
生
活
習
慣
も
異
な
る
外

国
人
で
す
。
文
化
の
違
い
を
乗
り
越
え

て
信
頼
関
係
を
築
く
に
は
、
相
手
の
こ

と
を
よ
く
観
察
し
て
き
め
細
か
く
対
処

す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
の
点
、
日

本
人
は
相
手
を
慮
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
す
る
術
に
長
け
て
い
ま
す
し
、

共
同
作
業
も
厭
わ
な
い
。
自
分
と
他
人

の
役
割
を
は
っ
き
り
分
け
る
個
人
主
義

的
な
他
の
諸
国
と
は
少
し
違
い
ま
す
。

　

国
連
の
国
際
機
関
Ｉ
Ｍ
Ｏ
（Interna-

tional M
aritim

e O
rganization

＝
国
際
海
事
機
関
）

は
、
船
長
か
ら
最
年
少
の
部
員
に
至
る

ま
で
、
寄
港
地
か
ら
始
ま
り
貨
物
の
積

載
量
な
ど
重
要
情
報
の
共
有
を
推
奨
し

て
い
ま
す
。
全
乗
組
員
に
よ
る
情
報
の

一
致
、
共
有
が
普
段
の
業
務
か
ら
問
題

の
対
処
に
ま
で
有
効
で
あ
る
と
し
た
経

験
則
か
ら
出
た
考
え
方
で
す
。
こ
れ
は

互
い
に
教
え
合
う
こ
と
で
力
を
合
わ
せ
、

業
務
の
遂
行
に
求
め
ら
れ
る
協
調
性
の

下
地
と
し
て
必
要
な
「
船
内
融
和
」
の

推
奨
で
も
あ
り
ま
す
。
外
航
日
本
人
船

員
数
は
ピ
ー
ク
時
（
１
９
７
４
年
）
の
約
５

万
７
０
０
０
人
か
ら
約
２
１
０
０
～
２

３
０
０
人
に
減
り
ま
し
た
が
、
世
界
の

海
運
に
お
け
る
プ
レ
ゼ
ン
ス
は
む
し
ろ

高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

（
２
０
２
０
年
６
月
９
日
取
材
）

世界を行き来する船乗りたち

（注）日本商船隊
日本の海運企業が現に使用している船舶の総体。日本籍船、仕組船（日本の船会社が外国船主に日本
の造船所での船舶の建造を斡旋。完成後にその外国籍船をチャーターして使う）、外国用船（日本の海運
企業が外国の船主から借り入れた外国船）で構成。日本商船隊の90％以上の船舶が仕組船と外国用船。

【概論】

練習船のデッキから進路を見つめる学生
(提供：独立行政法人 海技教育機構）

逸見さんが使っていたパナマの海技免状


